
規格・品番号等 数量 単位 納品先

ボール　 1,720 枚

例示品：PNB-30E　(三信化工㈱製)

例示品：A803-502NYWⅡ(カセン産業㈱製)

直径136×高さ57mm

外側をピンクにすること。

深皿　

例示品：PNS-15E  (三信化工㈱製) 860 枚

例示品：A855-501NYWⅡ(カセン産業㈱製)

直径165×高さ36mm

外側をイエローにすること。

※クリーム色も可とする

学校別内訳

（１） 納品期限　令和８年３月３１日　

（２） 同等品受付可とする。形状・材質・性能については規格品と同等とすること。

なお、同等品を申請する際は、学校財務課にカタログ等を提出し、確認を受けること。

（３） 納品にあたり、児童・生徒、職員並びに通行者、近隣の安全等に対し、万全の注意を払うこと。

なお、納品中に学校及び第三者に損害を与えた場合は、受託者がその責めを負わねばならない。

（４） 納入日・納入時間・納品場所については、事前に学校と協議を行い、

決定した際は、任意の書式または電子メールにて学校及び学校財務課学校給食担当室へ通知すること。

（５） 納品の際は、社員証等、身分を証明できるものを持参すること。

納品後、学校栄養職員に確認印・受領印を必ずもらうこと。

　　 学校栄養職員が不在の場合は、代理の学校職員に確認印・受領印を必ずもらうこと。

（６） 納品後の様子を写真に撮り、学校財務課学校給食担当室へ提出すること。

（７） 学校に入る際は検温等の健康観察を行い、発熱や咳、倦怠感等の症状がある者は業務を控えること。

（８） この仕様書の定めのない事項又は、この仕様書に疑義が生じた場合については、協議の上定めるものとする。

（９） ABS食器の色については、教育委員会と協議して決めること。

（１０） 既存食器の撤去費用も含む。（各小学校に納品する枚数を上限とします）

（１１） 無償交換保証期間は設定しないものとする。ただし検品時の不良品については交換対象とすること。

２　その他

１　材質等

(1)塩素系及び酸素系消毒が可能であること。

(2)熱風消毒保管庫での消毒が可能であること。

(3)厚生労働省告示第370号の基準に適合していること。

(4)一都三県内市区の学校給食において導入実績がある食器であること。

(5)各食器は同一メーカー、同一シリーズであること。

(6)製造年の印字が可能な食器であること。(２桁の数字またはアルファベットの印字でも可)

(7)食器の規格については、±１㎜の範囲であること。

(８)内側に凹凸加工を施し、傷つきにくく、汚れが落ちやすい材質であること。

六実第二小
幸谷小

学校財務課

仕　　　　様　　　　書

件　　　名　　小学校給食用消耗品(樹脂食器)の購入

納入場所　　松戸市教育委員会指定場所

学校名 ボール 深皿 所在地 電話番号

六実第二小学校 500枚 250枚 松戸市六実２－３４－１ 047-384-3011

幸谷小学校 1180枚 590枚 松戸市幸谷２１２－２ 047-344-6765

学校財務課 40枚 20枚 松戸市根本３５６ 047-3６６-４３４９
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